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自社がインボイス制度に対応していない場合、得意先側では仕入税額控除が適用で
きなくなります。これによって、得意先の消費税納付額が増えることになります。これ
では、取引が減るだけではなく、価格交渉によって税額分の値下げを要求され、売上
の減少につながるケースも考えられます。

インボイス制度

準備できていますか？
インボイス制度

1 得意先からの取引量が減る？

自社がインボイス制度に対応していないと、得意先側では、仕入れ税額控除ができなくなります。下記の計算式により、得
意先の消費税納付額が増えることになります。

2 消費税納付額が変わる？

請求書の受領側では、その請求書が適格請求書かどうかの判別や、経過措置の税額計算など業務負担が増大します。
インボイス対応システムの導入により、それぞれ自動判別や自動計算が可能です。

3 業務負担が増える？

（適格請求書等保存方式）

登録期限まで

1年を
切りました！
（2023年3月31日）

制度開始に向けた事前準備

インボイス制度に対応しないとどうなる？

［例］納付する消費税額の計算（本則課税）

- =課税売上に係る消費税額
（売上税額）

課税仕入に係る消費税額
（仕入税額）

仕入税額控除後の
消費税額

制度開始に向けて押さえておくべきポイント

制度開始に向けて押さえておくべきポイント

消費税申告書で免税事業者等からの課税仕入に関する仕入税額控除の計算、および経過措置への対応が必要と
なります。制度開始後6年間は免税事業者等からの課税仕入についても、仕入税額相当額の一定割合を仕入れ税
額として控除できる経過措置が設けられます。

発行側

1 請求書受領側が仕入税額控除を受けるためには、
　 請求書発行側がインボイス制度へ対応する必要がある
2 課税事業者が適格請求書発行事業者に登録申請でき、
 　適格請求書の発行が可能となる
3 適格請求書発行事業者の登録申請は2023年3月31日まで
4 制度に対応した、業務負担を軽減する販売管理システムが必要

▢ 適格請求書発行事業者の申請登録が必要
▢ 現在の請求書を適格請求書へ変更する
▢ 発行した請求書の保管義務への対応
▢ 適格返還請求書への対応（値引や返品で必要な場合）

受領側
▢ 受領した請求書の取引先が適格請求書発行事業者かどうか都度確認する
▢ 受領した請求書が記載要件を満たしているかどうか、都度確認する
▢ 適格請求書発行事業者と免税事業者の仕入れ区分けが必要
▢ 受領した請求書の保管義務への対応
※請求書を受領せず、仕入れ明細書から取引先に確認されている場合、仕入れ明細書が記載要件を満たしている必要があります。

※この経過措置による仕入税額控除の適用にあたり、免税事業者等から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存と、この経過措置の適用を受ける旨
（80％控除・50％控除の特例を受ける課税仕入れである旨）を記載した帳簿の保存が必要です。
※2023年1月の制度条文によるものです。

※エッグでは適格返還請求書の標準対応はいたしません。

4年

3年

3年

軽減税率制度実施 インボイス制度導入

2019/10/1
（令和元年）

2023/10/1
（令和5年）

区分記載請求書等保存方式

免罪事業者等からの課税仕込につき

全額控除可能
免罪事業者等からの課税仕込につき

80％控除可能※
免罪事業者等からの課税仕込につき

50％控除可能※ 控除不可

2026/10/1
（令和8年）

2029/10/1
（令和11年）

制度に対応した場合の業務負担
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インボイス制度

対応する販売管理シリーズ
販売管理システムで必要な対応

シリーズ間の主な比較

電
子
帳
簿
等
保
存

ス
キ
ャ
ナ
保
存

適格返還請求書 × ×

運送管理ソリューション製品

電子帳簿保存法

電子取引 ○ ○

電子帳簿等保存

スキャナ保存

適格請求書表記

適格請求書の消費税端数処理計算

高速料金内税計算

倉庫管理ソリューション

インボイス制度

× ×

× ×

○ ○

○ ○

○ ×

請求書は適格請求書を出力する必要があります。

高速料金の扱いに
注意が必要です。

認められる例

高速料金は非課税ではなく、＜内税＞扱いです。また、消費税額の端数処理に注意が必要です。
適格請求書の消費税額等は、一適格請求書につき、税率ごとに１回の端数処理を行います。
商品ごとに消費税計算と端数処理する方法では、適格請求書の記載事項として認められません。

電子帳簿等保存をするために、保存期間の3か月前に行う所轄税務署長への事業申請・承認が不要になりました。
所轄税務署長の事前承認が廃止

※個々の商品の消費税額を参考として記載することは差支えないとされます。

※運送管理ソリューション請求書。

適格請求書には、次の全ての事項が記載されている必要があります。

請求書フォーマットの変更

消費税額の計算方法変更

適格請求書発行事業者の
氏名または名称、および

登録番号

税率毎に区分した消費税額等税率毎に区分して合計した対価の額
および適用税率

適格請求書を受け取る事業者の氏名
または名称

取引年月日

取引年月日

取引内容

○ 認められない例×

○：税率ごとに一回の端数処理 ×：行ごとに端数処理して合算

改正１

スキャナ保存をするために、保存期間の3か月前に行う所轄税務署長への事前申請・承認が不要になりました。
所轄税務署長の事前承認が廃止改正１

「相互けん制」「定期検査」「再発防止策」の3つの事項を満たす既定の整備・運用が不要になりました。
適正事務処理要件廃止、担当者負担が軽減改正2

訂正・削除履歴が残るシステムで保存する場合はタイムスタンプが不要になりました。
タイムスタンプ要件の緩和改正3

「日付」「金額」「取引先」の3つに限定される様になりました。
検索要件の緩和改正4

不正があった場合は、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が１０％加重されるようになりました。
データに不正があった場合は、重加算税が課されるように改正5

優良な電子帳簿の要件を満たし、軽減措置の適用を受ける旨の届出をあらかじめ所轄税務署長に提出する必要があります。
「優良な電子帳簿」の要件を満たす場合、過少申告加算税5%軽減改正3

「その他の電子帳簿」についても電磁的記録による保存等が可能に改正4

「優良な電子帳簿」と「その他の電子帳簿」に区分されます改正2

優良な電子帳簿

⑴訂正削除履歴の保存
⑵帳簿間の相互関連性
⑶取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能
「その他の電子帳簿」の要件⑴に加え、これら⑴～⑶を備えている電子帳簿

その他の電子帳簿

⑴モニター・説明書等を備え付けている
⑵ダウンロードの求めに応じる
上記の要件を満たす電子帳簿

軽減税率 × ○

開発中
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電子帳簿保存法

電子帳簿保存法、
ウチには影響ないと思っていません　か？

対応準備は
進んでいますか？

電子取引

エッグ管理シリーズの請求書電子保存オプションで対応しています。
メールやダウンロードなど、電子的に授受した取引情報(注文書・領収書・納品書・請求書など)を、エッグ管理シリーズ
請求書電子保存オプションで保存。
タイムスタンプの付与や訂正・削除履歴の確認が可能です。

開発中
1つでも該当するなら「至急」対策が必要です！
2024年1月の完全義務化に向けて今から準備を進めましょう

エッグ管理シリーズでの対応

以下の要件が必須になりました。

電子データ保存が義務化されました。（2023年12月まで特別措置）

改正電子帳簿保存法とは？

決算書・請求書・領収書… 電子保存

※法人税の納税義務がない（収益事業がない）事業者は義務化の対象外です。

※2023年1月の制度条文によるものです。

□ 請求書をメールで受け取っている

□ オンラインショップで請求書をダウンロードしている

□ ファックスで受信した請求書を印刷せずデータ保存している

電子請求書など電子的に授受した
取引情報をデータで保存

電子データ保存義務化
紙での保存不可

さらに「改ざん防止の措置」や「検索要件（日付・金額・取引先）」を満たす必要があります。
これらの要件を満たすエッグ管理シリーズの請求書電子保存オプションで電子請求書を保存・管理しましょう。

これまで紙で保存しなければならなかった帳簿・書類を、「一定の要件を満たせばデータで保存・管理することを特例として認める」法律です。
2022年1月の法改正により、帳簿・書類データ保存のハードルが下がった反面、電子取引の取引情報についてはデータ保存が義務化されました。

会計ソフトなどで電子的に作成した
帳簿・書類をデータのまま保存

※エッグでは対応いたしません ※エッグでは対応いたしません
電子データ保存可（任意）

紙で受領・作成した書類をスキャンや
撮影画像データで保存

電子データ保存可（任意）

電子帳簿等保存 スキャナ保存電子取引

7～10年の
保存義務

印刷・保管
コスト

整理などの
作業負担

保管場所
への運搬

データで
長期保存

目的の書類を
すぐに検索

クラウドでも
保管可能

システムの利用方法が誰にでも分かるよう、概要を記載した書類(マニュアル)を備え付けること。

￥

￥

￥

￥

システムの関連書類の備え付け（可視性）要件１

保存している電子データを速やかに出力できるように、PCとディスプレイを備え付けること。
（性能や台数は要件とされていません）

見読可能性の確保（可視性）要件2

・「取引年月日」「金額」「取引先」の３つの項目で検索ができること。
・「取引年月日」「金額」はその範囲を指定して検索ができること。
・２つ以上の任意の項目を組み合わせて条件設定ができること。

検索機能の確保（可視性）要件3

（A）タイムスタンプが付与されたデータ
（B）タイムスタンプの付与
（C）訂正削除記録が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムの利用
（D）訂正削除の防止に関する事務処理既定を策定・運用・備え付け

下記のいずれかの方法で保存する（真実性）

電子取引

メール・
ECサイト・
電子請求書など

要件４

発行者
（取引相手）

PDF

受領者
（保存義務者）

PDF

開発中
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働き方改革関連法
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働きすぎを防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟
な働き方」の実現を目指す働き方改革。EGGシリーズで本制度の導
入をバックアップします！

ひとつでも〇があれば要注意！早急に対策を検討しましょう！

働き方改革の見直し内容 中小企業への
運用

大企業への
運用

勤怠管理
ソリューション

・年 5回、時季を指定して労働者に有給休暇を与える義務
・年次有給休暇管理簿の作成・保存義務
※10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者が対象

年次有給休暇の使用時季特定の義務化

Q1　年次有給休暇を5日以上取得していない労働者がいる

Q2　タイムカードなどで労働時間を記録していない労働者がいる

Q3　月45時間を超える残業をしている労働者がいる

Q4　働き方改革、何から手を付けたらいいか悩んでいる

○　｜　×

○　｜　×

○　｜　×

○　｜　×

働き方改革、いよいよスタート！運送業働き方の現状

2019年4月 2019年4月 ◎
Pro、Ex

・中小企業における月60時間超の残業割増賃金率を大企業同様の50％
　へ引き上げ。勤務時間インターバル制度導入の努力義務化
・前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定の休息
（勤務間インターバル）を確保。フレックスタイム制の拡充
・労働時間の清算期間が「1カ月以内」から「3カ月以内」に変更

・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金率 (50％)の適用

改善基準告示の罰則化

2023年4月 2019年4月 ◎

・残業時間の上限は原則として月 45時間・年 360時間
・臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合。年 720時間以内・
　複数月平均 80時間以内・月 100時間未満・月 45時間超は
　年６カ月まで

時間外労働の上限規制

2020年4月 2019年4月 ◎

2024年4月 2024年4月 ◎
Ex

・労働者の労働日ごとの始業・終業時間を確認し、適正に記録すること
・使用者が、自らの現認することにより確認すること
・タイムカード /ICカード /パソコン使用時間の記録などの
　客観的な記録を基礎とする
出展：「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚生労働省 )より

労働時間の客観的把握の義務化

2019年4月 2019年4月 ◎
Basic、
Pro、Ex

人手不足

全職業平均より 約２倍高い

有効求人倍率の推移

全職種（パート含む） 貨物自動車運転手（パート含む）

1.88

1.03

全産業平均より 若年層の割合が低く、
高齢層の割合が高い

年齢構成

労働時間

全職業平均より 約２割長い

働き方の見直し・改善が不可欠です！

全産業平均より 約1割～2割低い

年間賃金

（出典）国土交通省参照

65歳以上

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

20～24歳

15～19歳

100％

90％

80％

70％

60％

34.7％

16.6％

50％

40％

30％

20％

10％

0％

44.3％

10.3％

全産業 道路貨物運送業

労働時間（全産業） 労働時間（大型トラック）

労働時間（中小型トラック）

2,592

2,580

2,124
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2,532
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年間所得額（中小型トラック）
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（万年）

550

500

450

400
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350

26年 27年 28年 29年 30年 31/
令和元年 2年
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年次有給休暇

残業 改善基準告示

労働時間

10日以上の年休が付与される労働者を対象に、時季を指定して年5日を付与しなければなりません。また、年休の管理簿
の作成も義務化されます。労働者ごとに取得時季・日数・基準日を記録し、3年間保存する必要があります。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）は、トラックなどの自動車運転者について、労働
時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、すべての産業に適用される労働基準法では規制が難
しい拘束時間（始業から終業までの時間（休憩時間を含む））、休息期間（勤務と勤務の間の自由な時間）、運転時間
等の基準を、平成元年に大臣告示として制定。違反時には当該運送業ではなく、取引のある荷主も罰則となります。

労働者の労働日ごとの始業・就業時間などの労働状況を、使用者の現認やICカードなどによる客観的な方法などにより
把握しなければなりません。

時間外労働の上限について、月45時間・年360時間を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間・
月100時間未満
・複数月平均８０時間と定められました。（自動車運転業務や建設事業、医師等については適用の猶予期間あり）

［その他］
連続運転時間：「運転の中断」は「原則休憩」とする。SA・PA等に駐車できない場合、やむを得ない場合は 30分延長可。
分割休息特例：分割の方法を見直し（現行：4H＋6H、5H＋5H等→見直し後：3H＋7Hも可）、分割休息が連続する期間を短縮。
２人乗務特例：車両が一定の基準を満たす場合には、拘束時間を延長。ただし、運行終了後 11時間以上の休息を確保。
予期し得ない事象：事故、故障、災害等やむを得ない場合の例外的取扱いを規定。

○月×日休みます いつが良いですか？

働き方改革関連法

年次有給休暇の使用者時季指定の義務化

■ 改善基準告示違反の罰則化

労働時間の客観的把握の義務化

■ 年5日の取得および管理簿の作成が義務付けられます

■ タイムカード・ICカード・パソコン使用時間などの客観的な方法で記録

時間外労働の上限規則/ 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率(50％)の適用

1か月の
拘束時間

■ 残業時間の上限が法律で定められました

労働者が自ら申し出なけ
れば、年休を取得できま
せんでした。

従来

使用者が労働者の希望を
踏まえて年休の時季を指
定・付与します。(年5日)

改正後

管理職や裁量労働制の適用者などは、
割増賃金の適正な支払いのための労働
時間の客観的把握の対象外でした。

裁量労働制の適用者は、みなし時間に基づい
て割増賃金の算定を行うため対象外。
管理監督者も、時間外・休日労働の割増賃金の
支払義務がないため対象外。

裁量労働制が適用される人や管理監督者も含
め、すべての人が労働時間の客観的把握の対象
となりました。

・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満（休日労働を含む）
・月45時間超は年6カ月まで

全ての人の労働時間の状況が客観的か
つ適切な方法で把握されるよう、法律で
義務化されました。

従来 改正後

法律上は残業時間の上限があり
ませんでした。
(行政指導のみ)

法律で残業時間の
上限が定められます。

臨時的な特別の事情があり、
労使が合意する場合

（原則として月 45時間・
年 360時間）

従来 改正後

原則：3,300時間

原則：284時間

最大：310時間

※284時間を超える月が3か月を超えて連続しないこと。
※月の時間外・休日労働が100時間未満となるよう努める。

〔　　　　　　   〕1年の拘束時間が 3,400時間を
超えない範囲で年 6回まで

令和6年4月改正予定

-9時間

-10時間

拘束時間 -216時間

継続11時間を基本とし、9時間下限

令和6年4月改正予定

1日の休息期間

※長距離・泊付きの運行の場合は、運行を早く切り上げ、
　まとまった休息を取れるよう例外を規定。



管理用

OS

intel®Core i5 以上 

Windows®10 / Windows11（64bit）

CPU

4GB 以上を推奨

インストール時に 10GB 以上の空きが必要 (20GB 以上の空き容量を推奨 )

光回線以上を推奨

Microsoft.NET Framework 4.0
Microsoft Office2019 以上
Adobe®Reader® ( 最新版を推奨 )

メモリ

HDD容量

モニター

プロバイダ推奨のもの
※ポート 80/443/5432 を開放していただく必要があります。

ルーター

インターネット環境

非接触 IC カードリーダー /ライター 
ACR1255U-J1 または PaSoRi RC-S380必要なハードウェア

必要なソフトウェア

打刻用

intel® Celeron 以上

PC/SC ドライバー (ACR1225U-J1)
または 

NECPortWithDriver(RC-S320)

【運送管理・倉庫管理・在庫管理・販売管理】

OS

intel®Core i5 以上 

Windows®10 / Windows11（64bit）

CPU

4GB 以上を推奨

インストール時に 10GB 以上の空きが必要
（20GB 以上の空き容量を推奨）

解像度1366×768（WXGA）以上が表示可能な
ワイドディスプレイ（フルHDを推奨）

解像度1366×768（WXGA）以上が表示可能な
ワイドディスプレイ（フルHDを推奨）

光回線以上を推奨

Microsoft.NET Framework 4.0
Microsoft Office2019 以上
Adobe®Reader® ( 最新版を推奨 )

メモリ

HDD容量

モニター

プロバイダ推奨のもの
※ポート 80/443/5432 を開放していただく必要があります。ルーター

インターネット環境

必要なソフトウェア

【勤怠管理】

プリンタープリンター 上記OSに対応するプリンター 上記OSに対応するプリンター

※動作環境はハードウェア環境、ソフトウェア環境、インターネット環境により異なる場合があります。

※勤怠管理はクラウド版のみの提供です。

 

●記載された内容と製品の仕様は2023年2月現在のものです。改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※接続する装置・周辺機器は使用する PC本体とOSに依存します。
※Microsoft® 社のサポート保証期間が終了しているOSについては正常な動作が保証できません。保証期間内のOSをご利用ください。

※その他ご不明な点は弊社までお問い合わせください。
●Microsoft®Windows は米国MicrosoftCorporation の登録商標です。
●Adobe®Reader® は Adobe Systems Incorporation の登録商標です。
●その他記載されている社名、登録商標は全て各社の社名、登録商標です。

※顔認証機能は、弊社提供のカメラのみ連携可能です。

TEL：050-5846-2670　FAX：06-6543-4747
E-Mail：e_info@egg18.com

東京本社： 〒100-0006 東京都千代田区有楽町 2-10-1 
　　　　　東京交通会館 5階

大阪本社： 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1-1-5 
　　　　　本町ギボービル 4階

株式会社エッグ


